
議 案 第 ７ ９ 号  

 

 

伊 丹 市 共 同 利 用 施 設 等 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定  

に つ い て  

 

 

伊 丹 市 共 同 利 用 施 設 等 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お り  

制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  中  田   慎  也  

 

 

 

 

理  由  

 伊 丹 市 み な み 交 流 セ ン タ ー を 新 設 し ， 伊 丹 市 共 同 利 用 施 設 南 セ ン  

タ ー ， 伊 丹 市 共 同 利 用 施 設 平 松 会 館 及 び 伊 丹 市 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ  

ー 梅 ノ 木 を 廃 止 す る た め 。  

 

 

 

 

議79



伊 丹 市 共 同 利 用 施 設 等 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令 和  

７ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 共 同 利 用 施 設 等 条 例 （ 昭 和 ４ ６ 年 伊 丹 市 条 例 第 ８ 号 ） の 一  

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 １ 条 中 「 ， コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 」 を 削 り ， 第 ２ 号 を 削 り ， 第  

３ 号 を 第 ２ 号 と す る 。  

第 ３ 条 中 第 １ 号 を 削 り ， 第 ２ 号 を 第 １ 号 と し ， 第 ３ 号 を 第 ２ 号 と  

す る 。  

別 表 伊 丹 市 共 同 利 用 施 設 南 セ ン タ ー ， 伊 丹 市 共 同 利 用 施 設 平 松 会  

館 及 び 伊 丹 市 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー 梅 ノ 木 の 項 を 削 り ， 同 表 に 次 の  

よ う に 加 え る 。  

伊 丹 市 み な み 交 流 セ ン タ ー  伊 丹 市 御 願 塚 ２ 丁 目 ２ 番 ２ ２ 号  

付  則  

こ の 条 例 は ， 令 和 ８ 年 ９ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

議79-2＊


